
議第１７号 

高島市附属機関設置条例の一部を改正する条例案 

上記の議案を提出する。 

令和４年２月２４日 

高島市長 福 井 正 明   

                                    

 

高島市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 

 高島市附属機関設置条例（平成２６年高島市条例第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表第１項の表高島市小規模企業者小口簡易資金貸付審査会の項の次に次

のように加える。 

高島市観光ビジョン

策定委員会 

観光ビジョンの策定に関

し必要な事項を調査審議

すること。 

１０人以

内 

当該諮問に

係る調査審

議が終了す

るまでの期

間 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条

例の一部改正） 

２ 高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条

例（平成１７年高島市条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

別表第１小規模企業者小口簡易資金貸付審査会委員の項の次に次のよう

に加える。 

高島市観光ビジョン策定委員会委員 日額  ５，５００円 

別表第２小規模企業者小口簡易資金貸付審査会委員の項の次に次のよう

に加える。 

高島市観光ビジョン策定委員会委員  

 


